
�愛媛県規則第５０号
愛媛県医師確保奨学基金条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県医師確保奨学基金条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県医師確保奨学基金条例施行規則（平成１８年愛媛県規則第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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規 則

改 正 後 改 正 前

（奨学金の貸与者）

第４条 省略

２ 条例第３条第２号の規則で定める者は、次に掲げる期間のうち

連続する２年間、３年間又は４年間（大学卒業から医師の免許を

取得するまでの期間を除く。）を通じて地域医療医師確保短期奨

学金（以下「地域医療奨学金」という。）の貸与を受けようとす

る者とする。

� 大学の医学を履修する課程における第３年次以上から当該大

学を卒業するまでの正規の修業期間

�・� 省略

（奨学金の貸与の期間及び方法）

第６条 奨学金を貸与する期間は、次の各号に掲げる奨学金の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

� 省略

� 地域医療奨学金 第９条第２項の規定により知事が奨学金の

貸与の適否を決定した日の属する月（知事が特に必要と認める

場合は、当該貸与を決定した日の属する年度の４月）から２

年、３年又は４年を経過する月（後期臨床研修を受けない者で

貸与の期間中に初期臨床研修を修了する日が到来する場合にあ

っては当該初期臨床研修を修了する日の属する月、後期臨床研

（奨学金の貸与者）

第４条 省略

２ 条例第３条第２号の規則で定める者は、次に掲げる期間のうち

連続する２年間又は３年間 （大学卒業から医師の免許を

取得するまでの期間を除く。）を通じて地域医療医師確保短期奨

学金（以下「地域医療奨学金」という。）の貸与を受けようとす

る者とする。

� 大学の医学を履修する課程における第５年次以上から当該大

学を卒業するまでの正規の修業期間

�・� 省略

（奨学金の貸与の期間及び方法）

第６条 奨学金を貸与する期間は、次の各号に掲げる奨学金の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

� 省略

� 地域医療奨学金 第９条第２項の規定により知事が奨学金の

貸与の適否を決定した日の属する月（知事が特に必要と認める

場合は、当該貸与を決定した日の属する年度の４月）から２

年又は３年 を経過する月（後期臨床研修を受けない者で

貸与の期間中に初期臨床研修を修了する日が到来する場合にあ

っては当該初期臨床研修を修了する日の属する月、後期臨床研
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１１８２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１８３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

修を受ける者で貸与の期間中に後期臨床研修を修了する日が到

来する場合にあっては当該後期臨床研修を修了する日の属する

月）まで

２ 省略

（補則）

第２０条 省略

様式第２号（第７条関係） 地域医療医師確保短期奨学金貸与申請

書

修を受ける者で貸与の期間中に後期臨床研修を修了する日が到

来する場合にあっては当該後期臨床研修を修了する日の属する

月）まで

２ 省略

（補則）

第１９条 省略

様式第２号（第７条関係） 地域医療医師確保短期奨学金貸与申請

書

省略 省略

貸与希望期間 ２年・３年・４年 貸与希望期間 ２年・３年

省略 省略

省略 省略

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社在宅ケアセンターひなたぼっ
こ 訪問看護ステーションひなたぼっこ 愛媛県松山市南久米町６００番地８ 平成２１年８月１日 訪問看護

有限会社グリーンメディカル 有限会社グリーンメディカル 愛媛県松山市小坂五丁目１６番１０号 平成２１年８月１日 福祉用具貸与

株式会社愛あい 株式会社愛あい 愛媛県松山市松ノ木一丁目１番１４号 平成２１年８月１日 訪問介護

株式会社在宅ケアセンターひなたぼっ
こ 療養通所介護事業所ひなたぼっこ 愛媛県松山市南久米町６００番地８ 平成２１年８月１日 通所介護

株式会社アリックス アリックス指定訪問介護事業所 愛媛県宇和島市朝日町四丁目６番５号 平成２１年８月１日 訪問介護

有限会社公文社 ヘルパーステーションまどか 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目３番５７
号 平成２１年８月１日 訪問介護

ベストケア株式会社 ケアフィットしまなみ 愛媛県今治市近見町一丁目３番４号 平成２１年８月２０日 通所介護

告 示

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

株式会社ユーミーケア ユーミーケア松山 愛媛県松山市湯渡町１－２２コープしみ
づ２０２号 平成２１年８月１日 居宅介護支援

株式会社愛あい 株式会社愛あい 愛媛県松山市松ノ木一丁目１番１４号 平成２１年８月１日 居宅介護支援

株式会社ユーミーケア ユーミーケア南予 愛媛県八幡浜市大平１－７８２－２０ 平成２１年８月１日 居宅介護支援
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�愛媛県告示第１１８４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１８５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１８６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１８７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サー

ビス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社在宅ケアセンターひなたぼっ
こ 訪問看護ステーションひなたぼっこ 愛媛県松山市南久米町６００番地８ 平成２１年８月１日 介護予防訪問看護

有限会社グリーンメディカル 有限会社グリーンメディカル 愛媛県松山市小坂五丁目１６番１０号 平成２１年８月１日 介護予防福祉用具
貸与

株式会社愛あい 株式会社愛あい 愛媛県松山市松ノ木一丁目１番１４号 平成２１年８月１日 介護予防訪問介護

株式会社アリックス アリックス指定訪問介護事業所 愛媛県宇和島市朝日町四丁目６番５号 平成２１年８月１日 介護予防訪問介護

有限会社公文社 ヘルパーステーションまどか 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目３番５７
号 平成２１年８月１日 介護予防訪問介護

ベストケア株式会社 ケアフィットしまなみ 愛媛県今治市近見町一丁目３番４号 平成２１年８月２０日 介護予防通所介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社ほほえみ 有限会社訪問介護サービスほほえみ 愛媛県新居浜市船木字上長野甲５８１－
２ 平成２１年８月１１日 訪問介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

協同組合介護サービス 介護サービス松山 愛媛県松山市湯渡町１番２２号コーポし
みづ湯渡２０２号 平成２１年７月３１日 居宅介護支援

協同組合介護サービス 介護サービス八幡浜 愛媛県八幡浜市大平１－７８２－２０ 平成２１年７月３１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社ほほえみ 有限会社訪問介護サービスほほえみ 愛媛県新居浜市船木字上長野甲５８１－
２ 平成２１年８月１１日 介護予防訪問介護
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�愛媛県告示第１１８８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ジョー・プラ 松山市朝生田町五丁
目１番２５号

大規模小売店舗内において小
売業を行う者

株式会社ママイほか
１５者

株式会社ママイほか
１３者

平成２１年
８月２７日
外

平成２１年
９月１０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

��������������
�愛媛県告示第１１８９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

エースワン宇和島店 宇和島市寄松字聖神
甲２０６番地 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前９時３０分 午前９時 平成２１年

１０月１０日
平成２１年
９月１５日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の閉店時刻 午後７時３０分 午後１０時

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前９時から午後８
時まで

午前８時３０分から午
後１０時３０分まで

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前６時から午後７
時３０分まで

午前６時から午後１０
時まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２１年９月２５日 第２１０３号
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�愛媛県告示第１１９０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（地理識別子整備業務）

２ 作業期間 平成２１年９月２８日から

平成２２年３月２６日まで

３ 作業地域 松山市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、四国中

央市

�愛媛県告示第１１９１号
次のとおり落札者を決定した。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１９２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

電子ジャカード機付レピア織機 １
式

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２１年９月１４日
株式会社大舘機料店
愛媛県今治市馬越町一
丁目３番１４号

４３，９１１，０００円 一般競争入札 平成２１年７月２４日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般・特－１９）第１２３０号 平成１９年
７月３１日 （株）藤田組 藤田 育男 四国中央市新宮町新宮１０

５５
平成２１年
８月３日 さく井工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１９）第４５１５号 平成１９年
１２月１０日 （株）清管洗 石川 昭 四国中央市下柏町４４８ 平成２１年

８月１３日
管工事業
水道施設工事業
消防施設工事業

建設業の廃止

（特－１９）第２５９号 平成１９年
１２月２６日 （株）菰田組 菰田 正康 四国中央市下柏町２８３－

１
平成２１年
８月１８日

建築工事業
屋根工事業
鉄筋工事業
防水工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第１６０６５号 平成１９年
１月１６日 友建築工房 越智 徹 今治市郷本町３－３－６ 平成２１年

８月１９日

建築工事業
大工工事業
屋根工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－１６）第９５１０号 平成１７年
３月１６日 （株）ケイ・イー・シイ 桧垣 栄次 今治市大西町九王甲１９０７

－３６
平成２１年
８月２１日

土木工事業
管工事業
鋼構造物工事業
機械器具設置工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２０）第１６２７９号 平成２０年
４月２５日 （同）愛媛電気保安協会 小林 徹夫 今治市大西町九王甲２７２

－１
平成２１年
８月２１日 電気工事業 建設業の廃止

（特－１８）第２８８９号 平成１８年
１１月２日 丹下建設工業（株） 丹下喜代範 西条市玉之江５４９－２ 平成２１年

８月２７日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９４号
西条市荒川字下分２号２２７番１から

同２３３番１まで

旧 ２１．０～６５．０ ０．０７５

新 ２２．５～２３２．５ ０．０７５
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�愛媛県告示第１１９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、宇和島市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・岩渕地区）の施行に平成２１年９月１５

日同意した。

平成２１年９月２５日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�愛媛県告示第１１９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９４号
西条市荒川字下分２号２２７番１から

同２３３番１まで
平成２１年９月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲長浜線
大洲市長浜町上老松甲７０５番１から

同町上老松甲７２１番１まで

旧 ７．３～８．９ ０．２６０

新 ７．８～１４．２ ０．２６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲長浜線
大洲市長浜町上老松甲７０５番１から

同町上老松甲７２１番１まで
平成２１年９月２５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市森山字冨谷甲１６１３番４から

同字甲１６３３番５まで
平成２１年９月２５日

〃 〃

大洲市森山字冨谷甲１６３３番５から
同市森山字鍋谷乙８１０番３まで

及 び
大洲市森山字冨谷甲１６３４番４から
同市森山字鍋谷乙８１０番６まで

〃
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２１年９月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

行政情報処理用端末機等の借入れ

� 借入物品名及び数量

行政情報処理用端末機等一式（ハードウェア一式、ソフトウ

ェア一式、搬入、据付け、配線、調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２２年３月１日から平成２８年２月２９日まで

� 借入場所

愛媛県警察本部ほか（入札説明書及び仕様書による。）

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成２０・２１・

２２年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第一係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札書の受領期限

平成２１年１１月５日（木）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２１年１１月５日（木）午後１時３０分

愛媛県警察本部 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、提出しなければなら

ない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 受領期限

平成２１年９月２５日（金）午前９時から平成２１年１０月２６日（月）

午後５時１５分まで。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

〃 〃
大洲市森山字鍋谷乙８１０番３から

同字乙８１１番４まで
〃

〃 〃

大洲市森山字鍋谷乙８１１番４から
同字乙８００番１まで

及 び
大洲市森山字鍋谷乙８１２番２から
同字乙８０２番４まで

〃

〃 〃
大洲市森山字鍋谷乙８００番１から

同字乙８０１番２まで
〃

〃 〃

大洲市森山字鍋谷乙８０１番２から
同市森山字駕立場乙８０３番２まで

及 び
大洲市森山字鍋谷乙８０１番５から
同市森山字駕立場乙８０３番１０まで

〃
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� Nature and quantity of the product to be leased： Administrative

information processing terminalunit and others，１ set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，５ November，２００９

� For further information，please contact： Supplies Procurement

Section，Finance Division，Administration Department，Ehime

Prefectural Police Headquarters，２―２ Minamihoribatacho,

Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

Tel０８９―９３４―０１１０

平成２１年９月２５日 発行
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